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民 生 委 員 法 

（昭和二十三年七月二十九日法律第百九十八号） 
最終改正：平成二五年六月一四日法律第四四号 

 
第一条 民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行
い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする。 

第二条 民生委員は、常に、人格識見の向上と、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなけ
ればならない。  

第三条 民生委員は、市（特別区を含む。以下同じ。）町村の区域にこれを置く。  
第四条 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で
定める。  

２ 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する
市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）の意見を聴くものとする。  

第五条 民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する。  
２ 都道府県知事は、前項の推薦を行うに当たつては、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者に
ついて行うものとする。この場合において、都道府県に設置された社会福祉法 （昭和二十六年法律第四十
五号）第七条第一項 に規定する地方社会福祉審議会（以下「地方社会福祉審議会」という。）の意見
を聴くよう努めるものとする。  

第六条 民生委員推薦会が、民生委員を推薦するに当つては、当該市町村の議会（特別区の議会を含む。
以下同じ。）の議員の選挙権を有する者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の
増進に熱意のある者であつて児童福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四号）の児童委員としても、適
当である者について、これを行わなければならない。  

２ 都道府県知事及び民生委員推薦会は、民生委員の推薦を行うに当たつては、当該推薦に係る者のうちか
ら児童福祉法 の主任児童委員として指名されるべき者を明示しなければならない。  

第七条 都道府県知事は、民生委員推薦会の推薦した者が、民生委員として適当でないと 認めるときは、地
方社会福祉審議会の意見を聴いて、その民生委員推薦会に対し、民生委員の再推薦を命ずることができ
る。  

２ 前項の規定により都道府県知事が再推薦を命じた場合において、その日から二十日以内に民生委員推薦
会が再推薦をしないときは、都道府県知事は、当該市町村長及び地方社会福祉審議会の意見を聴いて、
民生委員として適当と認める者を定め、これを厚生労働大臣に推薦することができる。  

第八条 民生委員推薦会は、委員若干人でこれを組織する。  
２ 委員は、当該市町村の区域の実情に通ずる者のうちから、市町村長が委嘱する。  
３ 民生委員推薦会に委員長一人を置く。委員長は、委員の互選とする。  

１．民生委員法・民生委員法施行令
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４ 前三項に定めるもののほか、委員長及び委員の任期並びに委員長の職務その他民生委員推薦会に関し
必要な事項は、政令でこれを定める。  

第九条 削除  
第十条 民生委員には、給与を支給しないものとし、その任期は、三年とする。ただし、補欠の民生委員の任期
は、前任者の残任期間とする。  

第十一条 民生委員が左の各号の一に該当する場合においては、厚生労働大臣は、前条の規定にかかわらず、
都道府県知事の具申に基いて、これを解嘱することができる。  
一 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合  
二 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合  
三 民生委員たるにふさわしくない非行のあつた場合  

２ 都道府県知事が前項の具申をするに当たつては、地方社会福祉審議会の同意を経なければならない。  
第十二条 前条第二項の場合において、地方社会福祉審議会は、審査をなすに際して、あらかじめ本人に対
してその旨を通告しなければならない。  

２ 前項の通告を受けた民生委員は、通告を受けた日から二週間以内に、地方社会福祉審議会に対して意
見を述べることができる。  

３ 前項の規定により民生委員が意見を述べた場合には、地方社会福祉審議会は、その意見を聴いた後でな
ければ審査をなすことができない。  

第十三条 民生委員は、その市町村の区域内において、担当の区域又は事項を定めて、その職務を行うものと
する。  

第十四条 民生委員の職務は、次のとおりとする。  
一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。  
二 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相
談に応じ、助言その他の援助を行うこと。  

三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。  
四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事
業又は活動を支援すること。  

五 社会福祉法 に定める福祉に関する事務所（以下「福祉事務所」という。）その他の関係行政機関の
業務に協力すること。  

２ 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。  
第十五条 民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処
理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。  

第十六条 民生委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。  
２ 前項の規定に違反した民生委員は、第十一条及び第十二条の規定に従い解嘱せられるものとする。  
第十七条 民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受ける。  
２ 市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とする者に関する必要な資料の作成を依頼し、その他民生委
員の職務に関して必要な指導をすることができる。  

第十八条 都道府県知事は、民生委員の指導訓練を実施しなければならない。  
第十九条 削除  
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第二十条 民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域ごとに、民生委員協議会を組
織しなければならない。  

２ 前項の規定による民生委員協議会を組織する区域を定める場合においては、特別の事情のあるときの外、
市においてはその区域を数区域に分けた区域をもつて、町村においてはその区域をもつて一区域としなければ
ならない。  

第二十一条から第二十三条まで 削除  
第二十四条 民生委員協議会の任務は、次のとおりとする。  

一 民生委員が担当する区域又は事項を定めること。  
二 民生委員の職務に関する連絡及び調整をすること。  
三 民生委員の職務に関して福祉事務所その他の関係行政機関との連絡に当たること。  
四 必要な資料及び情報を集めること。  
五 民生委員をして、その職務に関して必要な知識及び技術の修得をさせること。  
六 その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理すること。  

２ 民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申することができる。  
３ 民生委員協議会は、市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の組織に加わることができる。 
４ 市町村長及び福祉事務所その他の関係行政機関の職員は、民生委員協議会に出席し、意見を述べるこ
とができる。  

第二十五条 民生委員協議会を組織する民生委員は、その互選により会長一人を定めなければならない。  
２ 会長は、民生委員協議会の会務をとりまとめ、民生委員協議会を代表する。  
３ 前二項に定めるもののほか、会長の任期その他会長に関し必要な事項は、政令で定める。  
第二十六条 民生委員、民生委員推薦会、民生委員協議会及び民生委員の指導訓練に関する費用は、都
道府県がこれを負担する。  

第二十七条 削除  
第二十八条 国庫は、第二十六条の規定により都道府県が負担した費用のうち、厚生労働大臣の定める事
項に関するものについては、予算の範囲内で、その一部を補助することができる。  

第二十九条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法 （昭
和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の指定都市（以下本条中「指定都市」
という。）及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市（以下本条中「中核市」という。）におい
ては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市（以下本条中「指定都市等」という。）が処理するも
のとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定
都市等に適用があるものとする。  

第二十九条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚
生局長に委任することができる。  

２ 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支
局長に委任することができる。   
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民 生 委 員 法 施 行 令 

（昭和二十三年八月十日政令第二百二十六号） 
最終改正：平成二五年六月一四日政令第一八三号 

 
内閣は、民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）の規定に基き、ここに民生委員法施行令を制

定する。 
第一条 民生委員推薦会の委員長の任期は、民生委員推薦会においてこれを定める。  
２ 民生委員推薦会の委員の任期は、三年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  
３ 委員が左の各号の一に該当する場合においては、任期中であつても、市町村長（特別区の区長を含む。
以下同じ。）は、これを解嘱することができる。  
一 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合  
二 委員たるにふさわしくない非行のあつた場合  

４ 委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、前項の規定に従い解嘱せられ
るものとする。  

第二条 民生委員推薦会の委員長は、会務を総理する。  
２ 委員長に事故があるときは、あらかじめ民生委員推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。  
第三条 民生委員推薦会の委員長は、民生委員推薦会を招集し、その議長となる。  
第四条 民生委員推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。  
第五条 民生委員推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを
決する。  

第六条 民生委員推薦会に幹事及び書記を置き、市町村長がこれを命じ、又は委嘱する。  
２ 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。  
第七条 前各条で定めるものの外、民生委員推薦会の委員の定数その他民生委員推薦会に関し必要な事
項は、市町村長がこれを定める。  

第八条～第十条 削除  
第十一条 民生委員協議会の会長の任期は、一年とする。  
２ 会長に事故があるときは、民生委員協議会を組織する民生委員があらかじめ互選により定める者が、その職
務を代理する。  

第十二条 地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の指定都市
（以下「指定都市」という。）において、民生委員法第二十九条 の規定により、指定都市が処理する事務
については、地方自治法施行令 （昭和二十二年政令第十六号）第百七十四条の二十七 に定めるとこ
ろによる。  

２ 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市（以下「中核市」という。）において、民生委員
法第二十九条 の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四
十九の三 に定めるところによる。  

第十三条～第十六条 削除  
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社 会 福 祉 法（抄） 

（昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号） 
最終改正：平成二八年三月三一日法律第二一号 

（地方社会福祉審議会）  
第七条 社会福祉に関する事項（児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。）を調査審議するた
め、都道府県並びに地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 
の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市（以下
「中核市」という。）に社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関（以下「地方社会福祉審議会」とい
う。）を置くものとする。  

２ 地方社会福祉審議会は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の監督に属し、その諮問に答
え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。  

（委員）  
第八条 地方社会福祉審議会の委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉
事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任
命する。  

（臨時委員）  
第九条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができ
る。  

２ 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉
事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任
命する。  

（委員長） 
第十条 地方社会福祉審議会に委員の互選による委員長一人を置く。委員長は、会務を総理する。  
（専門分科会）  
第十一条 地方社会福祉審議会に、民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員
審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会
を置く。  

２ 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要に応じ、老人福祉専門分科
会その他の専門分科会を置くことができる。 

２．社会福祉法・社会福祉法施行令
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社 会 福 祉 法 施 行 令（抄） 

（昭和三十三年六月二十七日政令第百八十五号） 
最終改正：平成二八年三月三一日政令第七八号 

 
（民生委員審査専門分科会）  
第二条 民生委員審査専門分科会に属すべき委員は、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会
の議員の選挙権を有する地方社会福祉審議会（法第七条第一項 に規定する地方社会福祉審議会をい
う。以下同じ。）の委員のうちから、委員長が指名する。  

２ 民生委員審査専門分科会に属する委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場
合は、当該委員について、委員長は、前項の規定による指名を取り消すことができる。  

３ 民生委員審査専門分科会の決議は、これをもつて地方社会福祉審議会の決議とする。 
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○生活保護法（抄）（昭和二十五年五月四日法律第百四十四号） 

最終改正：平成二七年五月二九日法律第三一号 
 

（この法律の目的）  
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に
対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長
することを目的とする。  

 
（民生委員の協力）  
第二十二条 民生委員法 （昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員は、この法律の施行に
ついて、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 

 
 
○児童福祉法（抄）（昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号） 

最終改正：平成二七年七月一五日法律第五六号 

第一条 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。  
２ すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。 
 
第十六条 市町村の区域に児童委員を置く。  
２ 民生委員法 （昭和二十三年法律第百九十八号）による民生委員は、児童委員に充てられたものとす
る。  

３ 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。  
４ 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第五条 の規定による推薦によつて行う。  
 
第十七条 児童委員は、次に掲げる職務を行う。  
一  児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。  
二  児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情
報の提供その他の援助及び指導を行うこと。  

三  児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活
動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。  

四  児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。  
五  児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。  
六  前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。 

２ 主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員
（主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。）との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動
に対する援助及び協力を行う。  

３ 前項の規定は、主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。  
４ 児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。  

３．民生委員･児童委員の協力義務等を規定している法律
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第十八条 市町村長は、前条第一項又は第二項に規定する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及
び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。  

２ 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄
する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。  

３ 児童委員が、児童相談所長に前項の通知をするときは、緊急の必要があると認める場合を除き、市町村長
を経由するものとする。  

４ 児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。  
 
第十八条の二 都道府県知事は、児童委員の研修を実施しなければならない。  
 
第十八条の三 この法律で定めるもののほか、児童委員に関し必要な事項は、命令でこれを定める。  
 
第二十五条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談
所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければ
ならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家
庭裁判所に通告しなければならない。  

 
第二十六条 児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一
号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法 （昭和二十三年法律第百六十八号）第六条の六
第一項 若しくは第十八条第一項 の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は
妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。  
一 次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。  
二 児童又はその保護者を児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は都道府県以外の者の設置する
児童家庭支援センター若しくは都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律第五条第十六項 に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業（次条第一項第二
号及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。）を行う者その他当該指導を適切に
行うことができる者として厚生労働省令で定めるものに指導を委託すること。  

 三 第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に
送致すること。  

 四 保育の利用等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の利用等に係る都道府県又は市町村
の長に報告し、又は通知すること。  

 五 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告する
こと。  

 六 第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告
し、又は通知すること。  

 七 子育て短期支援事業又は養育支援訪問事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施
に係る市町村の長に通知すること。  

２ 前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、
同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる
事項を記載しなければならない。  
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第二十七条 都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項 の規定による
送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。  

 一 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。  
 二 児童又はその保護者を児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道

府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員
に指導させ、又は当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害
者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者に指導を委
託すること。  

 三 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害
児入所施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。  

 四 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。  
２ 都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症心身障害児については、前項第三号の措置に代えて、指
定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設（第四十二条第二号に規定する
医療型障害児入所施設に限る。）におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。  

３ 都道府県知事は、少年法第十八条第二項 の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置を採る
にあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。  

４ 第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者（第四十七条第一項の規定により親権を行う
児童福祉施設の長を除く。以下同じ。）又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権
を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。  

５ 都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置
に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。  

６ 都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置（第三項の規定により
採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。）若しくは第二項
の措置を採る場合又は第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の
措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。  

 
第二十七条の四 第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導（委
託に係るものに限る。）の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らし
てはならない。  

 
第二十九条 都道府県知事は、前条の規定による措置をとるため、必要があると認めるときは、児童委員又は
児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち
入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、
関係者の請求があつたときは、これを提示させなければならない。  

 
第三十条 四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭
（単身の世帯を含む。）に、三月（乳児については、一月）を超えて同居させる意思をもつて同居させた者
又は継続して二月以上（乳児については、二十日以上）同居させた者（法令の定めるところにより児童を委
託された者及び児童を単に下宿させた者を除く。）は、同居を始めた日から三月以内（乳児については、一
月以内）に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その届出期間内に同居を
やめたときは、この限りでない。  
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２ 前項に規定する届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から一月以内に、市町村長を経
て、都道府県知事に届け出なければならない。  

３ 保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、市町村、都道府県の設置す
る福祉事務所、児童相談所、児童福祉司又は児童委員に相談しなければならない。  

 
第三十三条の十二 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県
の設置する福祉事務所、児童相談所、第三十三条の十四第一項若しくは第二項に規定する措置を講ずる
権限を有する都道府県の行政機関（以下この節において「都道府県の行政機関」という。）、都道府県児
童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都
道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村に通告しなければならない。  

２ 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる
児童が、児童虐待の防止等に関する法律第二条 に規定する児童虐待を受けたと思われる児童にも該当す
る場合において、前項の規定による通告をしたときは、同法第六条第一項 の規定による通告をすることを要し
ない。  

３ 被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を児童相談所、都道府県の行政機関又は
都道府県児童福祉審議会に届け出ることができる。  

４  刑法 の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告（虚偽
であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを妨げるものと解釈してはならない。  

５  施設職員等は、第一項の規定による通告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けな
い。  

 
第三十三条の十三 都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童
福祉審議会又は市町村が前条第一項の規定による通告又は同条第三項の規定による届出を受けた場合
においては、当該通告若しくは届出を受けた都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所の所長、
所員その他の職員、都道府県の行政機関若しくは市町村の職員、都道府県児童福祉審議会の委員若しく
は臨時委員又は当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であつて当該通告又は届出を
した者を特定させるものを漏らしてはならない。  

 
 
○母子及び父子並びに寡婦福祉法（抄）（昭和三十九年七月一日法律第百二十九号） 

最終改正：平成二六年四月二三日法律第二八号 
 

（目的）  
第一条 この法律は、母子家庭等及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦
に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを
目的とする。  

 
（児童委員の協力）  
第十条 児童福祉法 に定める児童委員は、この法律の施行について、福祉事務所の長又は母子・父子自立
支援員の行う職務に協力するものとする。 
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○身体障害者福祉法（抄）（昭和二十四年十二月二十六日法律第二百八十三号 
最終改正：平成二六年六月一三日法律第六七号 

 
（法の目的）  
第一条 この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 （平成十七年法律
第百二十三号）と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を
援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

 
（民生委員の協力）  
第十二条の二 民生委員法 （昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員は、この法律の施行
について、市町村長、福祉事務所の長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するも
のとする。 

 
 
○知的障害者福祉法（抄）（昭和三十五年三月三十一日法律第三十七号） 

最終改正：平成二六年六月四日法律第五一号 
 
（この法律の目的）  
第一条 この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 （平成十七年法律
第百二十三号）と相まつて、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を
援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図ることを目的とする。 

 
（民生委員の協力）  
第十五条 民生委員法 （昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員は、この法律の施行につい
て、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとす
る。 

 
 
 
○老人福祉法（抄）（昭和三十八年七月十一日法律第百三十三号） 

最終改正：平成二三年一二月一四日法律第一二二号 
 

（目的）  
第一条 この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及
び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。 

 
（民生委員の協力）  
第九条 民生委員法 （昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員は、この法律の施行について、
市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 
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○売春防止法（抄）（昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号） 
最終改正：平成二六年六月一三日法律第七〇号 

 
（目的）  
第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることに
かんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に
対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。 

 
（民生委員等の協力）  
第三十七条 民生委員法 （昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、児童福祉法 （昭和
二十二年法律第百六十四号）に定める児童委員、保護司法 （昭和二十五年法律第二百四号）に定
める保護司、更生保護事業法 （平成七年法律第八十六号）に定める更生保護事業を営むもの及び人
権擁護委員法 （昭和二十四年法律第百三十九号）に定める人権擁護委員は、この法律の施行に関し、
婦人相談所及び婦人相談員に協力するものとする。 

 
 
○児童虐待の防止等に関する法律（抄）（平成十二年五月二十四日法律第八十二号） 

最終改正：平成二六年六月一三日法律第六九号 

  
（目的）  
第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響
を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁
止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童
虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施
策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。 

 
（児童虐待の定義）  
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現
に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（十八歳に満たない者をいう。以下同じ。）につい
て行う次に掲げる行為をいう。  

 一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。  
 二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。  
 三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前

二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。  
 四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力

（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）の身体に対す
る不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言
動をいう。）その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

 
（児童に対する虐待の禁止）  
第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。 
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（児童虐待の早期発見等）  
第五条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福
祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しや
すい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。  

２ 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及
び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。  

３ 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めな
ければならない。 

 
（児童虐待に係る通告）  
第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福
祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児
童相談所に通告しなければならない。  

２ 前項の規定による通告は、児童福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四号）第二十五条 の規定によ
る通告とみなして、同法 の規定を適用する。  

３ 刑法 （明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、
第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 

 
第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた
場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所
員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者
を特定させるものを漏らしてはならない。 

 
（出頭要求等）  
第八条の二 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該児童の保護者に対
し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、
必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係
者の請求があったときは、これを提示させなければならない。  

２ 都道府県知事は、前項の規定により当該児童の保護者の出頭を求めようとするときは、厚生労働省令で定
めるところにより、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出頭を求める日時及び場所、
同伴すべき児童の氏名その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。  

３ 都道府県知事は、第一項の保護者が同項の規定による出頭の求めに応じない場合は、次条第一項の規
定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問その他の必要
な措置を講ずるものとする。 

 
（立入調査等）  
第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に
関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることがで
きる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示さ
せなければならない。  
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第５章 民生委員・児童委員関係団体の概要 

２ 前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問は、
児童福祉法第二十九条 の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及
び調査又は質問とみなして、同法第六十一条の五 の規定を適用する。  

 
（再出頭要求等）  
第九条の二 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は前条第一項の児童の保護者が正当な理由
なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒み、妨
げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該保護者に対し、当
該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要
な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の
請求があったときは、これを提示させなければならない。  

２ 第八条の二第二項の規定は、前項の規定による出頭の求めについて準用する。 
 
 


